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騒音に係る旧環境基準及び現行要請限度について

１．旧環境基準 （単位：ホン ） ２．現行要請限度 （単位：ｄＢ ）Ｌ Ｌ５０ ５０

基準値 基準値（環境基準値との差）

地域の区分 区域の区分

昼間 朝夕 夜間 昼間 朝夕 夜間

１ 第１種 ５５（＋５＊） ５０（＋５＊） ４５（＋５＊）

(１車線道路) ５０＊ ４５＊ ４０＊ １車線道路

２ 第２種 ６０（＋１０＊） ５５（＋１０＊） ５０（＋１０＊）

Ａ

２車線道路 ５５ ５０ ４５ ３ 第１種 ２車線道路 ７０（＋１５） ６５（＋１５） ５５（＋１０）

及び

２車線超 ６０ ５５ ５０ ４ 第２種 ２車線超 ７５（＋１５） ７０（＋１５） ６０（＋１０）

２車線以下の ５ １車線道路 ７０（＋５） ６５（＋５） ６０（＋５）

道路 ６５ ６０ ５５ 第３種

Ｂ ６ 及び ２車線道路 ７５（＋１０） ７０（＋１０） ６５（＋１０）

第４種

２車線超 ６５ ６５ ６０ ７ ２車線超 ８０（＋１５） ７５（＋１０） ６５（＋５）

（＊注）Ａ地域の１車線道路に面する地域は、一般地域（道路に面する地域以外の地域）の環境基準が適用される。

（備考）

１ Ａをあてはめる地域は主として住居の用に供される地 １ 第１種区域
域とすること。 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域

２ Ｂをあてはめる地域は相当数の住居と併せて商業、工 ２ 第２種区域
業等の用に供される地域とすること。 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域

３ 第３種区域
住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の

生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域

４ 第４種区域
主として工業等の用に供されている地域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化さ

せないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域



環境基準の地域の類型と要請限度の区域の区分の比較別紙２

区分 旧環境基準 現行要請限度 環境基準 新要請限度

一般地域 道路に面する地域 車 線 車 線 車線超 一般地域 道路に面する地域 一般地域 道路に面する地域地域 1 2 2

第 種低層住居専用地域1

第１種

第 種低層住居専用地域2

Ａ地域 第Ⅰ種

1 (2 ) (2 )第 種中高層住居専用地域 車線以上 車線以上

Ａ地域 Ａ地域 第１種 第１種 Ａ地域 第Ⅰ種

2 (2 ､2 第２種 第２種 Ｂ地域 第Ⅱ種第 種中高層住居専用地域 車線 車線

) (1車線)超

1 第２種第 種 住 居 地 域

2 Ｂ地域 第Ⅱ種第 種 住 居 地 域

(2 ) (2 )車線以上 車線以上

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域

Ｂ地域 Ｂ地域 第３種 第３種 第３種 Ｃ地域 Ｃ地域 第Ⅲ種商 業 地 域

車線以下 車線を有する道 車線を有する道(2 ､2 第４種 第４種 第４種 ( (

) ) )準 工 業 地 域 車線超 路 路

工 業 地 域

指定しない工 業 専 用 地 域

（注１）現行要請限度の区域の区分及び時間の区分は、「騒音規制法の一部を改正する法律の施行について」

（S46.9.20 環大特第６号・環大自第２号 環境庁大気保全局長から各都道府県知事あて）において、指定地

域の区域及び時間の区分は、原則として特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準として設定され

た区域及び時間の区分と一致させて定めることとされている。

（注２）環境基準のＢ、Ｃ地域については、一般地域（道路に面する地域以外の地域）では別の値が設定され

ているが、道路に面する地域では同じ値が設定されている。

（注３）新要請限度の中の第Ⅰ種、第Ⅱ種、第Ⅲ種区域の定義は次の通り。

第Ⅰ種区域：専ら住居の用に供される区域

第Ⅱ種区域：主として住居の用に供される区域

第Ⅲ種区域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域



別紙３ 騒音影響に関する科学的知見等

１．睡眠影響、会話影響

睡眠影響、会話影響に関する知見により、環境基準の設定に際し、騒音影響に関する屋内指針が設

定されている。

騒音影響に関する屋内指針

昼間[会話影響] 夜間[睡眠影響]

一般地域 ４５ｄＢ以下 ３５ｄＢ以下

道路に面する地域 ４５ｄＢ以下 ４０ｄＢ以下

※出典 騒音評価手法等専門委員会報告（H10.5.22)

２．住民意識調査（不快感）

交通騒音とアンケートに対する住民意識（不快感）の関係について、環境基準の設定に関して以下

の表が採用されている。

騒音レベル 科学的知見の例

ｄｎ７５ｄＢ 道路交通騒音に対して非常に不快であるとの回答率が約３０％Ｌ
（屋外） (1994,Finegold.et.al,*1)

ｄｎ７０ｄＢ 道路交通騒音に対して非常に不快であるとの回答率が約２０％Ｌ
（屋外） (1994,Finegold.et.al,*1)

交通騒音に対して非常に不快であるとの回答率が１０～２５％
(1977,環境庁,*2)

ｄｎ６５ｄＢ 道路交通騒音に対して非常に不快であるとの回答率が約１５％Ｌ
（屋外） (1994,Finegold.et.al,*1)

交通騒音に対して非常に不快であるとの回答率が１０～１７％
(1977,環境庁,*2)

ｄｎ６０ｄＢ 道路交通騒音に対して非常に不快であるとの回答率が約１０％Ｌ
（屋外） (1994,Finegold.et.al,*1)

ｄｎ５５ｄＢ 道路交通騒音に対して非常に不快であるとの回答率が数％程度Ｌ
（屋外） (1994,Finegold.et.al,*1)

ｄｎ５０ｄＢ 道路交通騒音に対して非常に不快であるとの回答率が０％に近いＬ
（屋外） (1994,Finegold.et.al,*1)

(24)65.6dB 都市騒音に対して「騒がしい」との回答率約３０％ＬＡｅｑ

以上（屋外） (1995,久野等,*3)

※出典 騒音評価手法等専門委員会報告（H10.5.22)





３．聴力影響

１９７４年のUSEPAのインフォメーションの分析によると４０年の曝露の後でも聴覚影響の可能性を

十分小さくできるレベルとして以下が示されている。

騒音レベル 科学的知見の例

(8)７８ｄＢ 一日８時間、年２５０日の間欠騒音の曝露を受けた場合の聴覚影響の可能性ＬＡｅｑ

以下 を十分小さくできる範囲(USEPA,1974,*4)

(24)７１dB 一日２４時間、年３６５日の間欠騒音の曝露を受けた場合の聴覚影響の可ＬＡｅｑ

以下 能性を十分小さくできる範囲(USEPA,1974,*4)

※出典 騒音評価手法等専門委員会報告（H10.5.22)

４．騒音レベルの変化と住民意識

社会調査の結果から、久野他(*5)(*6)は、自宅周辺の静かさに関する住民の意識は約５ｄＢ（Ａ）

または１０ｄＢ（Ａ）ステップで変化していることを示している。また、香野他(*7)は、人がうるさ

さを訴える actionを起こすのは、その人が大きい音環境の中で生活する人であれ、小さい音環境の

中で生活する人であれ、その人の平均的な騒音曝露レベルよりも約４ｄＢ（Ａ）大きい の騒音にＬＡｅｑ

さらされた時であるという結果を得ている。



（文献リスト）

(*1) Finegold,L.S.(1994)"Community Annoyance and Sleep Disturbance:Updated Criteria for

Noise ControlAssessing the Impacts of General Transportation Noise on People,"

,42,25-30.Engineering Journal

(*2) 環境騒音・振動実態調査結果報告書、(１９７７年、環境庁委託業務)

(*3) 久野他（１９９５）「等価騒音レベルと環境基準」騒音制御、１９,82-86

(*4) US Environmental Protection Agency(1974)"Information on Levels of Environmental Noise

Requisite to Protect Public Health and Welfare with an Adequate Margin of Safety,"

550/9-74-004.

(*5) 久野他（１９９０）「「静かさ」に関する住民意識の分析」日本音響学会誌、４６、716-722.

(*6) 久野他（１９８７）「住環境騒音の による評価」騒音制御、１１、98-102.Ｌｅｑ

(*7) 香野他（１９７９）「日常生活における騒音曝露量（騒音曝露と個人の反応に関する研究

そのＩ）」日本音響学会誌、３５，235-243



道路に面する地域の現状における騒音レベル推計値別紙４

騒音レベル（道路端推計値）別超過道路延長（両側ｋｍ、％）

区 分 55dB超 60dB超 65dB超 70dB超 75dB超 80dB超 合 計

2 5100km 3900 1700 400 50 0 5600第Ⅰ種区域のうち 車線以上の道路に面する区域

91.1％ 69.4 30.4 7.1 0.9 0.0 100.0

夜

2 39800 34200 20100 8000 1550 20 41400第Ⅱ種区域のうち 車線以上の道路に面する区域及び第

96.1 82.6 48.6 19.3 3.7 0.1 100.0Ⅲ種区域のうち車線を有する道路に面する区域

間

44900 38100 21800 8400 1600 20 47000

夜間計 95.5 81.1 46.4 17.9 3.4 0.1 100.0

2 5600 5400 4500 1800 100 0 5600第Ⅰ種区域のうち 車線以上の道路に面する区域

100.0 96.4 80.4 32.1 1.8 0.0 100.0

昼

2 41300 40500 37200 22600 4000 100 41400第Ⅱ種区域のうち 車線以上の道路に面する区域及び第

99.8 97.8 89.9 54.6 9.7 0.2 100.0Ⅲ種区域のうち車線を有する道路に面する区域

間

46900 45900 41700 24400 4100 100 47000

昼間計 99.8 97.7 88.7 51.9 8.7 0.2 100.0

注）

①平成６年度道路交通センサスデータ及び環境庁作成の 予測式により道路端の騒音レベルＬＡｅｑ

を推計。

②推計対象：都市高速道路を除く道路交通センサス対象道路であって、用途地域内に存する区間



別紙５ 騒音規制法（抜粋）

（昭和４３年６月１０日 法律第９８

号）

（地域の指定）

第３条 都道府県知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止す

る

ことにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及

び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。

２ 都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、関係市町村長の意見をきかなけ

ればならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

３ 都道府県知事は、第１項の規定により地域を指定するときは、総理府令で定めるところにより、公示

しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

（測定に基づく要請及び意見）

第１７条 都道府県知事は、第２１条の２の測定を行なった場合において、指定地域内における自動車騒

音が総理府令で定める限度をこえていることにより道路の周辺の生活環境が著しくそこなわれると認め

るときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）の規定による措置を

とるべきことを要請するものとする。

２ 都道府県知事は、前項の規定により要請する場合を除くほか、第２１条の２の測定を行なった場合に

おいて必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車騒音の大きさの減少に資

する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。

（騒音の測定）

第２１条の２ 都道府県知事は、指定地域について、騒音の大きさを測定するものとする。



別紙６ 騒音規制法第１７条第１項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令

（昭和４６年６月２３日 総理府・厚生省令第３号）

騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）第１７条第１項の総理府令で定める限度は、次の表のとおりと

する。ただし、同表に掲げる区域のうち学校、病院等特に静穏を必要とする施設が集合して設置されてい

る区域又は幹線道路の区間の全部又は一部に面する区域に係る同項の総理府令で定める限度は、都道府県

知事（騒音規制法施行令（昭和４３年政令第３２４号）第４条第２項に規定する市にあっては、市長。以

下同じ。）及び都道府県公安委員会が協議して定める自動車騒音の大きさとすることができる。

時 間 の 区 分
区 域 の 区 分

昼 間 朝・夕 夜 間

第１種区域のうち１車線を有
１ ５５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ５０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ４５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

する道路に面する地域

第２種区域のうち１車線を有
２ ６０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ５５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ５０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

する道路に面する区域

第１種区域及び第２種区域の
３ うち２車線を有する道路に面 ７０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ６５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ５５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

する区域

第１種区域及び第２種区域の
４ うち２車線をこえる車線を有 ７５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ７０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ６０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

する道路に面する区域

第３種区域及び第４種区域の
５ うち１車線を有する道路に面 ７０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ６５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ６０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

する区域

第３種区域及び第４種区域の
６ うち２車線を有する道路に面 ７５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ７０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ６５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

する区域

第３種区域及び第４種区域の
７ うち２車線をこえる車線を有 ８０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ７５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ６５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

する道路に面する区域

備考

１ 第１種区域、第２種区域、第３種区域及び第４種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都

道府県知事が定めた区域をいう。

一 第１種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域

二 第２種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域

三 第３種区域 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住

民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域

四 第４種区域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪



化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

２ 車線とは、１縦列の自動車（二輪のものを除く。）が安全かつ円滑に走行するため必要な幅員を有す

る帯状の車道の部分をいう。

３ 昼間、朝、夕及び夜間とは、それぞれ次の各号に掲げる時間の範囲内において都道府県知事が定めた

時間をいう。

一 昼間 午前７時又は８時から午後６時、７時又は８時まで

二 朝 午前５時又は６時から午前７時又は８時まで

三 夕 午後６時、７時又は８時から午後９時、１０時又は１１時まで

四 夜間 午後９時、１０時又は１１時から翌日の午前５時又は６時まで

４ デシベルとは計量法（平成４年法律第５１号）別表第２に定める音圧レベルの計量単位をいう。

５ 騒音の測定は、計量法第７１条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。

この場合において、周波数補正回路はＡ特性を、動特性は速い動特性（ＦＡＳＴ）を用いることとする。

６ 騒音の測定場所は、原則として、道路（交差点を除く。）に面し、かつ、住居、病院、学校等の用に

供される建築物から道路に向かって１メートルの地点（当該地点が車道内にあることとなる場合にあっ

ては、車道と車道以外の部分が接している地点）とする。

７ 騒音の測定は、当該道路に係る自動車騒音を対象とし、連続する７日間のうち当該自動車騒音の状況

を代表すると認められる５日間について、昼間、朝・夕及び夜間の区分ごとに１時間当たり１回以上の

測定を４時間以上（当該区分の時間が４時間に満たない場合は、当該区分の全時間）行うものとする。

８ 騒音の測定方法は、日本工業規格Ｚ８７３１に定める騒音レベル測定方法によるものとし、測定値は、

中央値とする。

９ 騒音の大きさは、昼間、朝・夕及び夜間の区分ごとのすべての測定値の平均値とする。

附則

この命令は、騒音規制法の一部を改正する法律（昭和４５年法律第１３５号）の施行の日（昭和４６年

６月２４日）から施行する。



別紙７ 道路交通法（抜粋）

（昭和３５年６月２５日 法律第１０５号）

（公安委員会の交通規制）

第４条 都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という）は、道路における危険を防止し、その他交通

の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認

めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、

歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合におい

て、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制を

することが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場

における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることが

できる。

（特定の交通の規制等の手続）

第１１０条の２ 公安委員会は、大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第２１条第１項若しくは第

２３条第２項、騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）第１７条第１項又は振動規制法（昭和５１年法

律第６４号）第１６条第１項の要請があった場合その他交通公害が発生したことを知つた場合において、

必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し第４条第１項の規定によりその権限に属する事

務を行なうものとする。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事その他関係地方

公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。



別紙８ 騒 音 に 係 る 環 境 基 準 に つ い て （ 環 境 庁 告 示 ）

環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条第１項の規定に基づく騒音に係

る環境基準について次のとおり告示する。

環境基本法第１６条第１項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について

生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準

（以下「環境基準」という。）は、別に定めるところによるほか、次のとおりと

する。

第 １ 環境基準

１ 環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げる

と お り と し 、 各 類 型 を 当 て は め る 地 域 は 、 都 道 府 県 知 事 が 指 定 す る 。

基 準 値
地 域 の 類 型

昼 間 夜 間

ＡＡ ５０デシベル以下 ４ ０ デ シ ベ ル 以 下

Ａ 及 び Ｂ ５５デシベル以下 ４ ５ デ シ ベ ル 以 下

Ｃ ６０デシベル以下 ５ ０ デ シ ベ ル 以 下

（ 注 ） １ 時間の区分は、昼間を午前６時から午後１０時までの間とし、夜

間を午後１０時から翌日の午前６時までの間とする。

２ ＡＡを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して

設置される地域など特に静穏を要する地域とする。

３ Ａを当てはめる地 域 は 、 専 ら 住 居 の 用 に 供 さ れ る 地 域 と す る 。

４ Ｂを当てはめる地 域 は 、 主 と し て 住 居 の 用 に 供 さ れ る 地 域 と す る。

５ Ｃを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用

に供される地域とする。

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域（以下「道路に面する地域」と

い う 。 ） に つ い て は 、 上 表 に よ ら ず 次 表 の 基 準 値 の 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。

基 準 値
地 域 の 区 分

昼 間 夜 間

Ａ 地 域 の う ち ２ 車 線 以 上 の 車
６０デシベル以下 ５ ５ デ シ ベ ル 以 下

線 を 有 す る 道 路 に 面 す る 地 域



Ｂ 地 域 の う ち ２ 車 線 以 上 の 車

線 を 有 す る 道 路 に 面 す る 地 域
６５デシベル以下 ６ ０ デ シ ベ ル 以 下

及 び Ｃ 地 域 の う ち 車 線 を 有 す

る 道 路 に 面 す る 地 域

備考 車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な

一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表

に か か わ ら ず 、 特 例 と し て 次 表 の 基 準 値 の 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。

基 準 値

昼 間 夜 間

７ ０ デ シ ベ ル 以 下 ６５デシベル以下

備考

個別の住居等において騒 音 の 影 響 を 受 け や す い 面 の 窓 を 主 と し て 閉

め た 生 活 が 営 ま れ て い る と 認 め ら れ る と き は 、 屋 内 へ 透 過 す る 騒 音 に

係 る 基 準 （ 昼 間 に あ っ て は ４ ５ デ シ ベ ル 以 下 、 夜 間 に あ っ て は ４ ０ デ

シ ベ ル 以 下 ） に よ る こ と が で き る 。

２ １の環境基準の基準値は、次 の 方 法 に よ り 評 価 し た 場 合 に お け る 値 と す る。

（１）評価は、個別の住居等が影 響 を 受 け る 騒 音 レ ベ ル に よ る こ と を 基 本 と し、

住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベ

ル に よ っ て 評 価 す る も の と す る 。

この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒

音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を

差 し 引 い て 評 価 す る も の と す る 。

（２）騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの

全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。

（３）評価の時期は、騒音が１年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定す

る も の と す る 。



（４）評価のために測定を行う場合は、原則として日本工業規格Ｚ８７３１に

定める騒音レベル測定方法による。当該建物による反射の影響が無視でき

ない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値

を補正するなど適切な措置を行うこととする。また、必要な実測時間が確

保できない場合等においては、測定に代えて道路交通量等の条件から騒音

レベルを推計する方法によることができる。

なお、著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場

並びに鉄道の敷地内並びにこ れ ら に 準 ず る 場 所 は 、 測 定 場 所 か ら 除 外 す る。

３ 環境基準の達成状況の地域としての評価は、次の方法により行うものとす

る 。

（１）道路に面する地域以外の地域については、原則として一定の地域ごとに

当該地域の騒音を代表すると 思 わ れ る 地 点 を 選 定 し て 評 価 す る も の と す る。

（２）道路に面する地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域内

の全ての住居等のうち１の環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する

割合を把握することにより評価するものとする。

第 ２ 達 成 期 間 等

１ 環境基準は、次に定める達成期間でその達成又は維持を図るものとする。

（１）道路に面する地域以外の地域については、環境基準の施行後直ちに達成

さ れ 、 又 は 維 持 さ れ る よ う 努 め る も の と す る 。

（２）既設の道路に面する地域については、関係行政機関及び関係地方公共団

体の協力の下に自動車単体対策、道路構造対策、交通流対策、沿道対策等

を総合的に実施することにより、環境基準の施行後１０年以内を目途とし

て達成され、又は維持されるよう努めるものとする。

ただし、幹線交通を担う道路に面する地域であって、道路交通量が多く

その達成が著しく困難な地域については、対策技術の大幅な進歩、都市構

造の変革等とあいまって、１０年を超える期間で可及的速やかに達成され

るよう努めるものとする。

（３）道路に面する地域以外の地域が、環境基準が施行された日以降計画され

た道路の設置によって新たに 道 路 に 面 す る こ と と な っ た 場 合 に あ っ て は

（１）及び（２）にかかわらず当該道路の供用後直ちに達成され又は維持



されるよう努めるものとし、環境基準が施行された日より前に計画された

道路の設置によって新たに道路に面することとなった場合にあっては

（２）を準用するものとする。

２ 道路に面する地域のうち幹線交通を担う道路に近接する空間の背後地に存

する建物の中高層部に位置する住居等において、当該道路の著しい騒音がそ

の騒音の影響を受けやすい面に直接到達する場合は、その面の窓を主として

閉めた生活が営まれていると認められ、かつ、屋内へ透過する騒音に係る基

準 が 満 た さ れ た と き は 、 環 境 基 準 が 達 成 さ れ た も の と み な す も の と す る 。

３ 夜間の騒音レベルが７３デシベルを超える住居等が存する地域における騒

音 対 策 を 優 先 的 に 実 施 す る も の と す る 。

第 ３ 環 境 基 準 の 適 用 除 外 に つ い て

この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない

も の と す る 。

附 則

この告示は、平成１１年４月１日から施行する。


